
岐阜県情報共有システム運用要領（営繕工事版） 

 

（総則） 

第１条 本要領は、岐阜県が発注する営繕工事において、ASP（Application Service 

Provider）方式の情報共有システム（以下、「システム」という。）を利用するにあたり必

要な事項を定めたものである。システム利用にあたっては本要領によることとし、記載の

ないものについては、国が定める「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機

能要件 営繕工事編」（以下、「機能要件」という。）を準用するものとする。 

※「ASP（Application Service Provider）方式」とは、情報共有システム提供者（ASP ベ

ンダー）が情報共有システムの機能をネットワーク経由で提供する方式をいう。 

 

（目的） 

第２条 システムは、以下の目的で活用することとする。 

（１）発注者若しくは監督員と受注者の間で書面により行われる工事帳票の「指示」、「承諾」、

「協議」、「提出」、「報告」、「通知」、「確認」等の行為を、電子的に交換・共有すること

により業務の効率化を図る。 

（２）現場代理人が受注者の属する会社内で、監督員が主任監督員など所属内の関係者間が、

それぞれ工事帳票をシステム上で決裁・回覧することにより業務の効率化を図る。 

（３）工事帳票や工事写真等の工事関係書類について、システム上の共有スペース（掲示板

等）で受発注者のシステム登録者が、閲覧することにより業務の効率化を図る。 

（４）監督員の立会や打合せ等における受発注者間のスケジュール調整の効率化を図る。 

（５）工事完成時に受注者が行う電子成果品の取りまとめ作業の負担低減を図る。 

 

（活用する機能区分） 

第３条 システムは、下記の機能を活用するものとする。 

（１）発議書類作成機能 

（２）ワークフロー機能（受発注者各々での決裁機能） 

（３）書類管理機能 

（４）スケジュール管理機能 

（５）掲示板機能 

 

（対象工事） 

第４条 岐阜県都市建築部が発注する工事のうち、原則として岐阜県営繕工事積算基準によ

り工事費を算出する全ての工事を対象とする。 

  ただし、システムを利用することとした工事において、受注者の責めに帰すことができ

ない事由によりシステムの利用が困難であると認められた場合は、受発注者協議のうえ、

その利用を取りやめることができる。 

 



（入札公告、指名通知及び特記仕様書への記載） 

第５条 発注者は、入札公告、指名通知及び特記仕様書において、ＡＳＰ方式の情報共有シ

ステムの利用を指定する工事である旨を以下のとおり記載する。 

入札公告への記載例（一般競争入札の場合） 

１一般競争入札に付する工事 

・・・ 

( ) 本工事は、ＡＳＰ方式の情報共有システム利用工事です。 

詳細は「岐阜県情報共有システム運用要領（営繕工事版）」を参照してください。 

 

指名通知への記載（指名競争入札の場合） 

１入札に付する事項 

・・・ 

( ) 本工事は、ＡＳＰ方式の情報共有システム利用工事です。 

詳細は「岐阜県情報共有システム運用要領（営繕工事版）」を参照してください。 

 

特記仕様書への記載 

第○条ＡＳＰ方式の情報共有システム利用工事 

 ( ) 本工事は、ＡＳＰ方式の情報共有システム利用工事です。 

  詳細は「岐阜県情報共有システム運用要領（営繕工事版）」を参照してくださ

い。 

 

（対象書類） 

第６条 システムを用い、発注者若しくは監督員と受注者の間で電子的に交換・共有する工

事書類は、別表「営繕関係書類回議設定（営繕工事）」のとおりとする。 

 

（利用できるシステムの要件） 

第７条 利用するシステムは、以下の要件を全て満たすものから受注者が選定できる。 

（１）国土交通省が定める「機能要件」の要件を満たすこと。 

（２）システム使用に際して、システム利用者側に特別な補助プログラムが不要であること。 

（３）１つのユーザＩＤで複数の工事案件を処理可能であること。 

（４）受発注者からの操作等に関する問い合わせに対して電話及び電子メール等で対応でき

ること。 

 

（事前準備） 

第８条 受注者は、工事で使用するシステムを選定し、初回打ち合わせ時に契約する ASP サ

ービス業者について報告を行うこと。また、その利用に必要となる情報（利用対象者やそ

のユーザー情報等）について発注者に協議し承諾を得るものとする。 

 



（情報セキュリティ対策） 

第９条 受発注者においては、最新のセキュリティ対策が講じられた端末を使用すること。 

（ソフトウェアのアップデート及びウィルスパターンの更新） 

 

（システム利用料） 

第１０条 システムの利用契約は、受注者が行うものとする。システムの利用に係る経費（登

録料及び使用料）は、あらかじめ共通仮設費に積上げ計上することとする。なお、受注者

の責めに帰すことができない事由によりシステムの利用が困難であると認められた場合

など、受発注者協議のうえ、その利用を取りやめた場合は、当該経費を減額し、変更契約

を行うものとする。また、受注者の責めに帰すことができない事由により工期を延長した

場合は、延長分の使用料を増額し、変更契約を行うものとする。 

 

（システム利用における注意点） 

第１１条 システムは受発注者間の情報共有を円滑に行うために利用するものである。その

ため、システムを利用することが受発注者間の負担となる場合（カタログ等の電子化が煩

雑な書類の取扱など）は都度、受発注者間で協議してシステムの利用を検討すること。 

２ 本要領及び国が定める機能要件において疑義又は不明な点が生じた場合には、受発注者

間の協議により運用するものとする。 

 

（要領の運用における注意点） 

第１２条 国が定める機能要件を準用する場合における書類名、基準類や職名等について、

岐阜県に同様のものがある場合は、岐阜県のものに読み替えるものとする。 

 

附則 

この要領は、令和 8年 4 月 1 日より施行する。 

 


